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森林クラウドを活用した新たな森林管理システム支援事業 

（３）森林クラウド改修業務 
 

１ 事業の目的 

市町村が森林経営管理制度による森林整備を推進するにあたり、森林所有者への意向調査や、 

調査結果に基づく経営管理集積計画※の策定及び森林経営計画の認定等を実施しており、林業経

営に適した森林か否かの判断を行うことが必要となることから、市町村の事務の軽減や林業経営

の判断を支援するため、県が保有する森林情報（森林クラウド）の充実を図る。 

※市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画 

 

２ 事業の内容 

 

新（１）森林クラウド内の森林経営計画関係情報の連携 

森林クラウドでは、森林経営計画の認定や同計画に基づく造林補助事業、伐採届の受理等

の事務を行っており、各機能で森林経営計画の関係情報を扱っているが、これらのデータは

各機能間で連携していない。 

このため、森林クラウドの造林補助事業管理に伐採届作成の機能を加え、伐採届や森林経

営計画の実行管理と連携することで認定請求者、市町村等の事務の効率化等を図る。 

 

新（２）市町村森林整備計画の区域（ゾーニング等）の登録方法の拡充 

市町村森林整備計画では、各市町村が同計画で定める森林機能別の区域等を森林クラウド

登録し、これを森林簿等に反映させ、森林経営計画等の遵守を確認しているが、区域登録は

画面の区域を１つずつ選択し登録しており、森林情報から一括検索して登録する方法はない。 

このため、区域登録に森林簿から抽出して登録する方法を加え、市町村等の事務の効率化

等を図る。 

 

３ 事業実施主体 県（（１）、（２）随意契約［委託先：応用地質(株)］） 

 

４  財源内訳                            （単位：千円） 

区     分 
７年度 

予算額 

８年度 

要求額 

財 源 内 訳 
備 考 

国 費 その他 県  費 

森林クラウド改修業務 14,916 9,625  9,625   森林環境 

 譲与税 計 14,916 9,625  9,625  

 

５ 予算要求額   ９，６２５千円（森林環境譲与税） 

 

６ 事業実施期間  令和６年度～令和１０年度 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 
４ 規則第９条第１項の届出書の様式 

 

伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書 
 

                                  年 月 日  

    市町村長 殿 

届出人（伐採する者） 住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

 

伐採・造林権者が異なる場合 

（造林をする者） 住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

 

  次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第 10 条の８第１項の規定により届け出ま

す。 

 本伐採は届出者である（のうち）○○が所有する立木（又は長期受委託契約に基づき△△が所

有する立木）を伐採するものです。 

 

１ 森林の所在場所  

       市         町 

大字       字      地番 

       郡     村 

 

２ 伐採及び伐採後の造林の計画 

  別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり 

 

３ 備考 

 

 

４ その他 

 (1)再造林に関する支援情報の提供希望の有無  

 (2)再造林の推進に活用するために、本届出書の記載内容を地域の○○○○ 

に提供することに対する同意の有無              

 

注意事項 

１ 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。 

２ 伐採する者と伐採後の造林をする者とが異なり、これらの者が共同して提出する場合

にあっては、当該伐採する者と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造林の

計画をそれぞれ作成した上で、連名で提出すること。 

３ 伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、面積は、

小数第２位まで記載し、第３位を四捨五入すること。 

４ その他は、再造林にあたっての支援情報の提供希望の有無や、本届出書の記載内容を

市町村長が地域の林業事業体に提供することに対する同意の有無を、選択すること。  

有 ・ 無 

有 ・ 無 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

電話番号、メールアドレス 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

電話番号、メールアドレス 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 
（別添） 

伐 採 計 画 書 
 

（伐採する者） 住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

 

 

１ 伐採の計画 

伐 採 面 積              ha(うち人工林  ha、天然林  ha)   

伐 採 方 法 主伐（皆伐・択伐）・間伐 伐採率      ％ 

作 業 委 託 先  

伐 採 樹 種  

伐 採 齢  

伐 採 の 期 間  

集 材 方 法 集材路・架線・その他（     ） 

 
集材路の場合 

予定幅員・延長 
幅員   ｍ ・ 延長   ｍ 

 

２ 備考 

 

 

 

注意事項 

１ 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。 

２ 樹種は、すぎ、ひのき、まつ（あかまつ及びくろまつをいう。）、からまつ、えぞま

つ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分して記載

すること。 

３ 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も多

いものの年齢を記載し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢とを「

（○～○）」のように記載すること。 

４ 伐採の期間が１年を超える場合においては、年次別に記載すること。 

 

  

法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

電話番号、メールアドレス 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 
（別添） 

造 林 計 画 書 
 

（造林をする者） 住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

 

 

 

１ 伐採後の造林の計画 

(1) 造林の方法別の造林面積等の計画 

造林面積（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                    ha  

 

人工造林による面積（Ａ＋Ｂ）                         ha 

 
植栽による面積（Ａ）                         ha 

人工播種による面積（Ｂ）                         ha 

天然更新による面積（Ｃ＋Ｄ）                         ha 

 

ぼう芽更新による面積（Ｃ）                         ha 

 天然更新補助作業の有無 
地表処理・刈出し・植込み・ 

その他（          ）・なし 

天然下種更新による面積（Ｄ）                         ha 

 天然更新補助作業の有無 
地表処理・刈出し・植込み・ 

その他（          ）・なし 

 

 (2) 造林の方法別の造林の計画 

 造林の期間 造林樹種 樹種別の 

造林面積 

樹種別の 

植栽本数 

作 業 

委託先 

鳥獣害 

対 策 

人 工 造 林 

（植栽・人工播種） 
  ha 本 

  

天 然 更 新 

（ ぼ う 芽 更 新 ・ 

天 然 下 種 更 新 ） 

    

  

 

５年後において 

適確な更新が 

なされない場合    

    

  

 

(3) 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途 

 

 

２ 備考 

 

 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

電話番号、メールアドレス 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 
注意事項 

１  造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用

途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と一致するよう記載すること。 

２ 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において 

・植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 又は 

・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的

な施業が可能な森林の区域内にあって、植栽による更新を行う森林 

として定められているものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。 

３ 造林樹種欄、樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽本数欄には、複数の樹種を造林す

る場合には、造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載すること。 

４ ５年後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による場

合（伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載した場

合であって、伐採の終了した日から５年後において当該用途に供されていないときを含

む。）における造林の期間、造林樹種、樹種別の造林面積、樹種別の植栽本数及び鳥獣

害対策を記載すること。 

５ 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置、幼齢木保護具の設置などの方法を記載すること。 

６ 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採後

５年以内において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ記載

すること。 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 

６の２ 規則第 14条の２の報告書の様式 

 

伐 採 に 係 る 森 林 の 状 況 報 告 書 
 

                                    年  月  日 

 市町村長 殿 

報告者（伐採した者） 住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

                      

   年 月 日に提出した伐採及び伐採後の造林の届出書に係る森林につき次のとおり

伐採を実施したので、森林法第 10条の８第２項の規定により報告します。 

 

 １ 森林の所在場所  

     市      町 

                            大字       字        地番 

       郡      村 

  

２ 伐採の実施状況 

伐 採 面 積 ha(うち人工林  ha、天然林  ha)  

伐 採 方 法 皆伐・択伐 伐採率 ％ 

 

森林所有者（造林す

る者）の伐採跡地の

確認の有無 

有 ・ 無 

作 業 委 託 先  

伐 採 樹 種  

伐 採 齢  

伐 採 の 期 間  

集 材 方 法 集材路・架線・その他（    ） 

 集材路の幅員・延長 幅員    ｍ ・ 延長    ｍ 

  

３ 備考 

 

 

注意事項 

１ 報告に係る森林の所在する市町村ごとに提出すること。 

２ 森林の所在場所ごとに記載すること。 

３ 面積は、小数第２位まで記載し、第３位を四捨五入すること。 

４ 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。 

５ 樹種は、すぎ、ひのき、まつ（あかまつ及びくろまつをいう。）、からまつ、えぞ

法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

電話番号、メールアドレス 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 

まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分して

記載すること。 

６ 伐採齢欄には、伐採した森林が異齢林の場合においては、伐採した立木のうち最も

多いものの年齢を記載し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢と

を「（○～○）」のように記載すること。 
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［岡山県版］伐採届様式（例） 

伐 採 後 の 造 林 に 係 る 森 林 の 状 況 報 告 書 

 
                                年  月  日 

 市町村長 殿 

報告者（造林をした者） 住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

 

   年 月 日に提出した伐採及び伐採後の造林の届出書に係る森林につき次のとおり

伐採後の造林を実施したので、森林法第 10条の８第２項の規定により報告します。 

 

 １ 森林の所在場所  

     市      町 

                            大字       字        地番 

       郡      村 

  

 ２ 伐採後の造林の実施状況  

 
造林の 

方 法 

造林の 

期 間 

造 林 

樹 種 

樹種別の 

造林面積 

樹種別の 

造林本数 

作 業 

委託先 

鳥獣害 

対 策 

人工造林    ha 本   

天然更新    ha 本   

  

３ 備考 

 

 

 

注意事項 

１ 報告に係る森林の所在する市町村ごとに提出すること。 

２ 森林の所在場所ごとに記載すること。 

３ 造林の方法欄には、人工造林による場合には植栽又は人工播種の別を、天然更新に

よる場合にはぼう芽更新又は天然下種更新の別を記載すること。 

４ 樹種は、すぎ、ひのき、まつ（あかまつ及びくろまつをいう。）、からまつ、えぞ

まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分して

記載すること。 

５ 面積は、小数第２位まで記載し、第３位を四捨五入すること。 

６ 人工造林による場合において、複数の樹種を造林したときは、造林樹種、樹種別の

造林面積及び樹種別の造林本数欄には、造林した樹種ごとに複数の行に分けて記載す

ること。 

７ 天然更新による場合においては、造林樹種欄には代表的な樹種を、樹種別の造林面

積欄には天然更新に係る区域全体の面積を記載すること。また、更新調査の結果又は

造林地の写真その他の更新状況を明らかにする資料を添付する場合には、樹種別の造

林本数欄には、「別添のとおり」と記載することができる。 

８ 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置、幼齢木保護具の設置などの方法を記載するこ

と。 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

電話番号、メールアドレス 
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森林整備地域活動支援交付金事業 

 
１ 事業目的 

森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ
適切な森林整備の推進を図るため、森林所有者又は森林所有者から森林経営の委任を受
けた者に対して、「森林経営計画の作成促進」等の地域活動を支援する。 

 
２ 事業内容 
（１）森林整備地域活動支援基金 基金運用益の積み立て 
 
（２）森林整備地域活動支援交付金      （国の 12月概算決定による改定額） 

ア 森林経営計画作成促進［対象行為：森林情報の収集、森林調査、合意形成等］ 

対象森林 交付単価 

【共同計画】新たに森林経営計画を作成する森林  8,000円/ha※１ 

（→12,000） 

【経営委託】長期の森林経営委託契約に基づき新たに森林経営計画

を作成する森林のうち、計画期間内に間伐を実施する

森林 

 38,000円/ha※１ 

（→56,000） 

【間伐促進】森林経営計画の対象森林で当該計画期間内において計

画を変更するなどして、間伐を実施する森林 
30,000円/ha 

（→44,000） 

※１ 不在村者等の現地立会を行った場合には、単価に 14,000円/ha加算（→16,000） 
 

イ 森林境界の明確化［対象行為：境界の測量、森林境界案の作成］ 

 森林境界が不明瞭であり、森林経営計画の作成や間伐等の森林施業

が見込まれる森林 
45,000円/ha 

（→62,000） 

 
ウ 森林所有者の探索［対象行為：森林所有者の探索］ 

 登記簿等を用いて所有者の確認を行った結果、所有者が確認できな

かった森林 
5,000円/ha 

（→6,000） 

 
エ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備［対象行為：作業路網の改良］ 

 上記ア又はイの協定を市町村と締結し、地域活動を実施する森林

（対象森林内に存する路網 

 及び対象森林に到達するまでの路網 ） 

40,000円/ha 

（→52,000） 

 
（３）森林整備地域活動支援推進事業 

県または市町村が行う説明会の開催及び現地確認、書類審査、交付事務等の推進事
務費 

 
３ 事業実施主体 （２）市町村 

（３）県または市町村 
４ 交 付 率  （２）国 1/2、県 1/4（市町村 1/4） 

（３）国 1/2   (県 1/2 または市町村 1/2) 
５ 予算要求額   １，７３２千円  (財源：一般財源、基金繰入、運用益) 
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森林計画樹立事業費 
（②持続可能な森林経営強化支援事業） 

 
１ 事業目的 

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルを循環させ、森林の多面的機能を

持続的に発揮させるためには、主伐後の再造林などの森林整備を計画的にする必要があるが、

森林所有者は、再造林コストの負担等から主伐後に再造林を行わず、放置されている森林が

増加している。 

 このため、伐採業者と造林業者の連携による再造林コストの削減、森林経営計画の作成によ

る再造林への支援や森林由来のＪ－クレジットによる経営支援等を効果的に組み合わせ、森

林所有者の経営意欲の向上を図ることで、持続可能な森林経営を実現する。 

 

２ 事業内容 

（１）林業サイクル推進コーディネート事業 

一貫作業による再造林コストの削減を促進するため、素材生産業者や森林組合の連携強

化を図るとともに、森林所有者へ再造林の働きかけや長期受託契約に伴う森林経営計画の

策定に向けた取り組みを進める。 

（２）森林Ｊ－クレジット創出支援事業 

森林所有者との長期受託契約に基づき、森林経営計画を策定した森林においてＪ－クレ

ジットの創出を促進するため、クレジット登録・認証取得に必要な計画書作成等に要する経

費を支援する。[補助率：１／２以内] 

 

３ 事業実施主体 

（１）県（委託先：県森連）  

（２）県森連、森林組合、林業事業体 等 

 

４ 財源内訳 

事業内容 ７年度 

予算額 

８年度 

要求額 

財源内訳 備考 

国費 その他 県費 

林業サイクル推進コーディ

ネート事業 

4,300 4,690 

 

  4,690  

森林Ｊ－クレジット創出支

援事業 

6,000 6,000 

 

  6,000  

計 10,300 10,690   10,690  

 

５ 予算要求額 

１０，６９０千円（一般財源１０，６９０千円） 

 

６ 事業実施期間 

令和６年度～令和１０年度 
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森林資源の適正管理と循環利用のための再造林
・伐採後の再造林が適切に行われず、放置されている森林が増加
・伐採業者と造林者が連携して、効率的な伐採・再造林を行うことが重要
・森林所有者に対して、地域の森林施業のモデルを示しながら、再造林の働き掛けが必要
・伐採・再造林を進める上で重要となる森林経営計画は減少傾向にあり、計画拡大に向けた取組を進め、
Ｊークレジットなど新たな収入源を確保し、森林所有者の経営意欲の向上を図ることが必要

現状と課題

森林所有者→ 適正な森林管理、新たな収入源の確保、事業者・地域への還元

県 → 市町村の管理計画･事業者の森林経営計画の進捗による伐採･再造林の計画的推進
県南企業のクレジット購入による森林地域への財源還元･森林保全の促進､

                       県南地域への県産材の提供など、県内循環による脱炭素の推進

企業 → 脱炭素取組の目標達成、企業イメージの向上

持続可能な森林経営強化支援事業

DCHM
による
資源解析

樹種･樹高
本数･密度
蓄積
を可視化

森林クラウド

体制支援

２ モニタリングの実施

※12.0万ha、6.1万haは森林・林業ビジョンにおける推計値

Ｊ－クレジット認証・発行手続き
１ プロジェクトの登録

計画書作成 審査 認証委員会
プロジェクト

登録

承認

報告書作成 検証 認証委員会 クレジット
認証・発行

承認

計画的な伐採･再造林の推進

森林からクレジットを創出

計画的な伐採・再造林の推進
（天然林26.7万haを除く）

Ｊ－クレジットによる民間資金の活用

⇒今後の展開森林経営計画の作成促進

経営に適さない森林

市町村自らが管理

市
町
村

市町村、組合
(私有林を含む)策定面積9.6万ha

策定面積の拡大

県南企業等へ売却

↑県が創出経費
を支援

12.0万ha

6.1万ha

市町村有林 1.5万ha
県営林 0.5万ha、公社 2.5万ha
私有林 5.1万ha意

向
調
査
・
森
林
集
積

林業経営に適した森林

クレジット売却民間資金

森林Ｊ－クレジット創出支援事業

・再造林
・長期委託

森林所有者

林業サイクル推進コーディネート事業

連携

林業サイクル推進コーディネータ
（伐採業者と造林業者の連携促進）
（森林所有者への再造林の働き掛け）

連携働き掛け

伐採業者
（素材生産業者）

造林業者
（森林組合）

連携働き掛け

役割分担・低コスト化

働き掛け

再造林・保育
経営計画
J-ｸﾚｼﾞｯﾄ
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R8.1.30 伐採・再造林連携推進検討部会資料 

 

 

苗木の安定供給体制の構築に向けた取組について 

 

２１おかやま森林・林業ビジョン（R7.3 改訂） 

数値目標 改定時（2018 年） 現況（2023 年） 目標（2030 年） 

再造林面積 98ha/年 199ha/年 280ha/年 

                                 再造林率 40% 

 

コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業（Ｒ６～１０） ※別紙参照 
 
○「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルの循環のため、本格的な

利用期を迎えたスギ・ヒノキ人工林の主伐及び再造林を進めるとともに、花粉症対

策も必要。 

○植栽時期を選ばないコンテナ苗を使用した一貫作業による再造林を推進するため、

少花粉種子とコンテナ苗木の安定生産を図る。 
 

  少花粉苗木の生産目標：（Ｒ４）約１００万本 →（Ｒ１５）約１５０万本   

 

１ 種子の増産  

豊作年の球果採取量を最大限処理できるよう種子生産工程でボトルネックとなっている

古い機材を更新し、併せて採種園の新規造成に取り組むことにより種子の安定生産を図る。 

 

【採種園の新規造成】 

採種園 Ｒ６ 
Ｒ７ Ｒ８（計画） 

新規造成 計 新規造成 計 

少花粉スギ 
面積（ha）  2.00 －  2.00 －  2.00 

本数（本）   848 －   848 －   848 

少花粉ヒノキ 
面積（ha） 11.74 1.00 12.74 1.50 14.24 

本数（本） 3,493  600 4,093  900 4,993 

 

【採種機材設備の拡充】 

財源 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８（計画） Ｒ９（計画） 

国庫 － 
乾燥機（球果の乾燥） 高所作業車（採種） 

－ 
プレハブ冷凍庫（種子の備蓄） 草刈機（採種園管理） 

森税 
倉庫 

（機械収納） 

振動ふるい機 

（球果夾雑物の除去） 
－ 

倉庫（作業小屋） 

クローラーローダー 

（採種園管理） 
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R8.1.30 伐採・再造林連携推進検討部会資料 

 

２ 苗木の増産  

苗木生産者に対して、コンテナ苗生産に必要な施設・資材の導入を支援するとともに、

森林研究所職員と林業普及指導員が連携して苗木生産に必要な技術指導を行う。 

 

【県例規改正（R7.3.24）】 

昨年３月に「岡山県林業種苗需給調整要綱/同要領」を「岡山県林業種苗生産流通推進要綱

/同要領」に改正。以前は、岡山県山林種苗協同組合のみに限定していた県産種子の払下げ先

を拡充し、将来的に新規苗木生産者が参入し得る環境を整備。 

 

【少花粉コンテナ苗生産者支援事業（R7～）】 ※別紙参照 

少花粉スギ・ヒノキコンテナ苗の新規生産及び生産規模拡大に取り組む県内の苗木生産者

に対し、県が苗木生産に必要な施設及び資材の購入補助（補助率１/２）及び技術指導を行う

ことで、コンテナ苗の増産、生産効率化を進める。 

 

 Ｒ７実施状況（※新規生産者） 

     参 加 者：７者 

  資材補助：培土、肥料、コンテナ容器等 

集合研修：第１回（R7.9.11）事業概要、育苗全般（講義＋見学） 

  〃  ：第２回（R8.1.15）播種（講義＋実習） 

    〃  ：第３回（R8.3.6 予定）原苗移植（講義＋実習） 

 ※事業区分により年４回の個別指導有（潅水、病虫害対策等） 

  Ｒ８予定（Ｒ７継続分） 

集合研修：第４回（５月頃）間引き、遮光管理  

     〃  ：第５回（１月頃）播種 

     〃  ：第６回（３月頃）原苗移植 

 

３ 再造林の推進  

少花粉スギ・ヒノキのコンテナ苗による植替え、下刈り、植替えに必要となる森林作業

道の整備を支援するとともに、伐採から植栽までを連続して効率的に実施する一貫作業や、

間伐費用と苗木代の削減につながる低密度植栽、下刈り回数の削減など、造林費用のコス

ト低減に向けた取組を推進する。 

 

【少花粉スギ等造林対策事業】 

 造林 下刈り

　森林整備促進事業の嵩上げ 　森林整備促進事業の嵩上げ 　森林整備促進事業の嵩上げ 　森林整備促進事業の嵩上げ 　森林整備促進事業の嵩上げ造林補助との併用
【森林経営計画有り】

造林補助との併用
【森林経営計画有り】

造林補助との併用
【森林経営計画有り】

造林補助との併用
【森林経営計画有り】

少花粉単独
【森林経営計画無し】

コンテナ苗 コンテナ苗 コンテナ苗

2,000本/ha以下 or 保安林 2,001本～3,000本/ha 3,000本/ha以下

87% 83% 68% 100% 100%

自己負担32％

少花粉68％

自己負担13％ 自己負担13％

少花粉15％ 少花粉19％

農山漁村
・

造林補助
【施業促進区域】

72％

造林補助
【施業促進区域以外】

68％

自己負担17％ 自己負担17％

少花粉11％ 少花粉15％

農山漁村

72％

造林補助

68％

造林補助
【施業促進区域以外】

68％

少花粉28％ 少花粉32％

造林補助
【施業促進区域】

72％

少花粉100％

-23-



主伐の収入で、主伐又は再造林費用をまかなえない
再造林しても将来の収入に不安がある

路網整備が進んでいない
主伐を行わず、間伐を繰り返す予定である

森林経営に興味がない
再造林後のシカ等による獣害を防げない

主伐後は天然更新による広葉樹林化を進めたい
再造林のための苗木を準備できない

主伐または再造林を委託できる業者等がない
その他

コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業

皆伐面積 再造林面積 再造林率

４６７ha １２２ha ２６％

岡山県の再造林率 ⇒ 低い状況

再造林を行わない理由 ⇒ 費用・収入面
Ｈ30(2018)～Ｒ5(2023)年度の平均

課題

国の花粉症対策の全体像
⇒ 少花粉苗木の生産（植替え）増加を目標

①現在の少花粉種子生産計画では、再造林面積の増加に伴う、苗木需要の増加に対応できない
※R4生産実績：約100万本 → R15生産目標：約150万本（約1.5倍）

②苗木生産者にコンテナ苗のメリットが普及した結果、現在、コンテナ苗木が不足している現状
※裸苗を含めた苗木全体では充足しているが、コンテナ苗は急な需要増加が原因で不足している

③コンテナの利点を活かしきれていない ⇒ 再造林の低コスト化に繋がる施業が進んでいない

再造林の低コスト化及び花粉症対策に資する少花粉コンテナ苗木を活用する必要がある

対策

①少花粉種子の増産対策

②少花粉コンテナ苗の生産効率化

③伐採・再造林の一貫作業の推進(低コスト化)
地拵え伐採 植付け（少花粉コンテナ苗）搬出造材集材

伐採から植栽までを連
続して実施する効率的
な一貫作業を推進し、
再造林の低コストを図
る。一貫作業に効果的
な（植栽時期が限定さ
れない）少花粉コンテ
ナ苗を活用する。

〇既存採種園の整備、採種労務の増加
・会計年度任用職員の拡充、業務委託

〇採種機材設備の拡充（種子採取工程の効率化）
・乾燥機、球果夾雑物除去機、冷蔵庫、草刈機等の追加導入

〇採種園の造成
・少花粉ヒノキ開放型採種園の新規造成

〇低コスト生産実証委託
・コンテナ苗の生産拡大と低コスト生産の実証

〇少花粉コンテナ苗生産者支援事業
・少花粉コンテナ苗の計画的かつ安定的な生産に必要となる資機材の導入を支援

〇コンテナ苗生産技術の研修事業委託
・コンテナ苗生産者の生産性向上に資する研修会や先進地視察の実施を支援

効果
再造林の増加・花粉症対策の推進 ⇒ 森林の多面的機能発揮・快適な生活環境形成

ハウス・潅水設備

コンテナ苗生産機械

苗木全体の生産量
花粉の少ない苗木
花粉の少ない苗木の割合

H24 H25  H26  H27  H28  H29  H30  R1    R2     R3                  現行計画 R15

3,790

2,4602,829

1,510

現状

57

34

27

24

18

17

9

4

3

6

（単位：％）

回答経営体数=396（複数回答可）
資料：林野庁HP
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少花粉スギ・ヒノキコンテナ苗の新規生産及び生産規模拡大に取り組む県内の
生産者に対し、県が苗木生産に必要な施設及び資材の購入補助（県補助1/2）及
び技術指導を行うことで、コンテナ苗の増産、生産効率化を進める。

１ 目的

●資機材の導入（補助対象となる資機材）

●指導・助言（コンテナ苗の生産技術に関するもの）

２ 事業概要

２年目（R8）１年目（R7）
作業内容 月 321121110987654321121110987654

①事業計画の提出
②事業計画の審査
③交付決定
④指導・助言

セルトレイ播種
育苗の（例）

⑤実績報告

対象者（育苗経験年数）内容対象経費

３年以上潅⽔施設、井⼾、コンテナ設置台、
ビニールハウス等１苗畑整備経費

３年以上コンテナ苗抜取機、培土圧入機、
真空播種機等２機械導入経費

３年未満培土、コンテナ容器、肥料、
ビニールシート等３資材経費

セル苗配布
セル苗育苗

コンテナ移植
山行苗育苗

出荷

播種
育苗

(コンテナ直接播種育苗 or セルトレイ播種育苗)

コンテナ移植
播種

３ 実施スケジュール（予定）

Ｒ８出荷用

Ｒ９出荷用
Ｒ１０出荷用

事業内容区 分
1年目：播種（原苗1,000本相当）
2年目：1年目分の育苗、播種（原苗1,000本相当）

新規生産
研修3回/年（2年間）
※育苗施設整備、潅⽔・病害虫管理、播種 など
1年目：セル苗育苗（1,000本相当）、播種（原苗5,000本相当）
2年目：1年目分の育苗、播種（原苗5,000本相当）生産規模拡大等
研修3回/年＋個別指導4回/年（2年間） ※研修内容は上記と同じ
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次世代につなぐ少花粉の森整備事業 

（伐採・再造林低コスト化支援事業） 

 

１ 事業目的 
従来の再造林作業では、伐採事業者と植栽事業者とが異なる場合が多く、事業者間の

連携がないために伐採から植栽までの期間が長くなり、その間に新たに繁茂した下草な
どを整理する作業（地拵え）が必要となる。このため、伐採から植栽までを連続して実施
する効率的な一貫作業を推進することにより、地拵え等の作業を軽減し、再造林費用の
低減を図る。 
また、再造林用の労力を確保するため、ＩＣＴ技術を活用した作業を推進し、効率化と

労働強度の軽減を図る。 

 

２ 事業主体  市町村、森林組合、森林所有者等 

 

３ 事業内容 
（１）ＩＣＴ技術の活用促進 

① ドローン資材運搬促進事業 
苗木や獣害対策用資材等をドローンにより運搬する事業体に対し、経費の一部を助

成する。 
1,000千円 ドローン運搬に係る実行経費（上限 200千円／箇所）の 1/2以内 

（10箇所） 
② デジタル申請推進事業 

ＵＡＶにより撮影された画像から作成したオルソ画像またはＧＮＳＳの現地測量デ
ータにより測量業務の省力化を図るとともに、データを森林クラウド上に反映させて
今後の森林整備促進に活用するため、デジタル技術を活用した補助申請を行った事業
体に対して経費の一部を助成する。 
4,800千円 標準事業費 1,200,000千円×申請割合 40％×補助率 1.0％ 

 

４ 事業の目標、効果 
伐採・再造林の低コスト化の促進により、森林所有者の費用負担が軽減され、伐採の

促進及び再造林率の向上につながる（林業サイクルの循環）。あわせて、少花粉スギ・ヒ
ノキ苗木による植替えが促進され、花粉の飛散の低減につながる。 

 

５ 予算要求額  5,800千円 

 

６ 負担区分 

事業区分 
７年度 

予算額 

８年度 

予算額 

内 訳 
備 考 

国庫 その他 県費 

ドローン資材運搬促進事業 1,000 1,000 0 1,000 0 森づくり県民税 

デジタル申請推進事業 4,800 4,800 0 4,800 0 森づくり県民税 

計 5,800 5,800 0 5,800 0  
 

７ 事業期間  令和５～10年度 
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コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業 
 

 

１ 事業目的 

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルの循環のためには主伐・再造林を進

める必要があり、合わせて国民の約４割以上を苦しめている花粉症の対策も行う必要がある。 

しかし、主伐による収入で再造林に要する費用を賄えないため、再造林率は低い状況にある。 

このため、再造林の低コスト化及び花粉症対策苗木の使用による再造林を推進することとし、

そのために必要な少花粉種子及びコンテナ苗木の安定生産を図るものである。 

 

２ 事業主体 

県、市町村、森林組合、森林所有者等 

 

３ 事業内容 

（１）少花粉種子の増産対策（２７，３５９千円 県森林研究所） 

既存の採種園の管理に加えて、採種園の新規造成や種子採取工程の効率化等に取り組む。 

 

（２）コンテナ苗生産効率化（９，４２２千円 苗木生産組合） 

ア 低コスト生産実証委託（445千円 苗木生産組合） 

コンテナ苗の生産拡大と低コスト生産の実証を行う。 

イ 少花粉コンテナ苗生産者支援事業（7,878千円 苗木生産組合、生産事業者） 

少花粉コンテナ苗の計画的かつ安定的な生産に必要となる資機材導入を支援する。 

ウ 少花粉コンテナ苗生産技術の研修事業委託（1,099千円 苗木生産組合） 

少花粉コンテナ苗の生産技術研修会の開催等により、生産技術向上への支援を行う。 

 

（３）植替えの促進（７０，１３１千円 市町村、森林組合、森林所有者等） 

ア 少花粉スギ等造林対策（70,131千円 市町村、森林組合等） 

少花粉スギ・ヒノキ苗木による植替えを促進するため、植栽（作業道作設含む）及び下刈り 

に対して支援を行う。 

 

（４）普及啓発（１，１０１千円 県） 

ア 中国地方各県との広域連絡会議の開催（101千円） 

イ 花粉発生源対策普及啓発物品の作成・配布（1,000千円） 

 

４ 財源内訳                                               （単位：千円） 

事 業 区 分 
７年度 

予算要求額 

８年度 

予算要求額 

財源内訳 
備考 

国 費 県 費  その他 

少花粉コンテナ苗増産

による再造林推進事業 
101,257 108,013 13,500  94,513 森税

 

 

５ 予算要求額   

１０８，０１３千円 

 

６ 事業実施期間   

令和６年度～10年度 
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（千円）

R6 R9 R10

支障木伐採 1.0 ha 委託

地拵え 1.0 ha 委託

苗木購入・配布 500 600 本 関西育種場から購入

植栽 615 600 本 委託

支障木伐採 1.5 ha 委託

地拵え 1.5 ha 委託

苗木購入・配布 700 900 本 関西育種場から購入

植栽 915 900 本 委託

1,962

採種園の新規造成計画

合計 3,415 3,153

採種園の新規造成

（少花粉ヒノキ）

①

2,300

②

3,500

R8R7

作業種
金額

（税込）
数量 備考

造成計画

コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業 
（①少花粉種子の増産対策） 

［採種園の新規造成及び採種機材設備の拡充］ 
 

 

１ 事業目的 

 ヒノキの少花粉種子は、森林研究所の採種園母樹の球果から生産されており、①球果

採取、②球果夾雑物の除去、③乾燥、④精選といった工程を経る必要がある。球果は概

ね１年おきに豊凶を繰り返しており、豊作年には種子生産に必要な工程を処理する機械

・施設の老朽化や人員の不足により、球果全量の採種・利用が困難な状況となっている。 

また、現在は研究所内の少花粉ヒノキ採種園を４区画に分け、４年に一度種子採取す

るようローテーションを組んでいるが、母樹の樹勢維持のためには５年に１度の採取が

望ましい。 

このため、種子生産工程でボトルネックとなっている機材設備を導入し、併せて採種

園の新規造成に取り組むことにより苗木の安定的な増産を図るものである。 

 

２ 事業主体 

県 

 

３ 事業内容 

次のとおり、採種園の新規造成及び採種機材設備の拡充を行う。 
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（千円）

R6 R7 R8 R9 R10

高所作業車 7,590 1 台 採種 ※

クローラーローダー 2,800 1 台
種子精選の効率化、

採種園管理
○

倉庫 5,200 1 棟
機械収納（R6）

作業小屋（R9）
○ ○

乾燥機 5,170 1 台 球果の乾燥 ※

振動ふるい機 4,675 1 台 球果夾雑物の除去 ○

プレハブ冷凍庫 2,000 1 台 種子の備蓄 ※

草刈機 4,015 1 台 採種園管理 ※

苗木等 1,895 採種園管理 ※

5,200 4,675 0 8,000

導入年度

採種機材設備等の拡充計画

合計

パレットフォーク

50~100m2

クローラー、７ｍ

品名 規格等
金額

（税込）
数量 用途

13,500

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○：森税 ※：国費  

  

４ 事業の目標、効果 

種子生産に必要な機材設備の導入及び採種園の造成により、豊作年の球果を無駄にす

ることなく種子生産し凶作年への十分な備えを行うことができ、コンテナ苗の安定的な

増生産が可能となり、再造林面積の増加に伴う苗木需要の増加に対応する。 

R4生産実績：約 100 万本 → R15生産目標：約 150万本（約 1.5倍） 
 

５ 負担区分                                                       

                                                         （単位：千円） 

内 容 
７年度 
予算額 

８年度 
予算額 

財 源 内 訳 
備  考 

国費 県費 森税 

採種園の新規造成 3,415 3,153   3,153 
 

採種機材設備の拡充 4,675 13,500 13,500    

合 計 8,090 16,653 13,500  3,153  

 国費：「花粉の少ない苗木の生産拡大」（林業・木材産業国際競争力強化総合対策等地方公共団体事
業費補助金） 

６ 予算要求額 

  １６，６５３千円 
 

７ 事業実施期間 

  令和６～10年度 
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コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり事業 
（②コンテナ苗生産効率化） 

［少花粉コンテナ苗生産者支援事業］ 

 

１ 事業目的 

 主伐期を迎えている森林の伐採・再造林を推進するためには低コスト化を図ることが

重要で、その手法の一つとして伐採・植栽を連続して実施する一貫作業がある。その中

で年間を通じて植栽が可能な「コンテナ苗」は非常に重要な役割を果たしており、近年

需要が急激に高まってコンテナ苗が不足する状況となっている。 

このため、新たにコンテナ苗生産に取り組む生産者やコンテナ苗生産規模拡大に取り

組む生産者を対象に施設や資材の導入を支援するとともに苗木生産に必要な技術を指導

し、コンテナ苗の増産を図るものである。 

 

２ 事業主体 

岡山県山林種苗協同組合、苗木生産事業者 

 

３ 事業内容 

新たにコンテナ苗の生産に取り組む苗木生産者やコンテナ苗の生産規模拡大に取り組

む苗木生産者が必要とする資機材の導入を支援し、森林研究所職員が林業普及指導員と

連携して苗木生産に必要な技術指導を実施する。 

導入予定の施設・資材：灌水施設一式、コンテナ苗抜取機、育苗用トレイ 等 

 

４ 事業の目標、効果 

コンテナ苗生産に必要な施設・資材の導入を支援し、森林研究所職員等が技術指導を

行うことにより、コンテナ苗の増産を促進することができ、再造林面積の増加に伴う苗

木需要の増加に対応する。 

R4生産実績：約 100 万本 → R15生産目標：約 150万本（約 1.5倍） 

 

５ 負担区分                                                     （単位：千円） 

内 容 
７年度 

予算額 

８年度 

予算額 

財 源 内 訳 
備 考 

国費 県費 その他 

少花粉コンテナ苗

生産者支援事業 
9,235  7,878  

 
7,878 

おかやま森づく

り県民税 

合 計 9,235  7,878  
 

7,878  

 

６ 予算要求額 

  ７，８７８千円 

 

７ 事業実施期間 

  令和７～10年度 
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おかやま元気な森づくり推進事業 

 

１ 事業目的 

 森林の有する水源かん養、県土の保全、地球温暖化防止等の公益的機能を将来にわた

って発揮させるためには、間伐等の森林整備を推進する必要があるが、木材価格の低迷

や森林所有者の不在村化や世代交代による森林整備に係る意欲の低下などにより、手入

れが不足している森林が依然として多くある。 

 このため、施業の集約化が困難で国庫補助事業の対象とならない森林において、間伐

等の実施や針広混交林(複層林)への誘導の促進やこれに必要な作業道の整備、下刈り等

に対して支援することにより、国庫補助事業と連携して、花粉発生源対策と森林の公益

的機能が発揮できる森林づくりを推進する。 

 

２ 事業主体  市町村、森林組合、森林所有者等 

 

３ 事業内容 

（１）除伐・間伐(機能強化型)                              110ha  30,792 千円 

 ３～12齢級のスギ・ヒノキ人工林を対象 

 森林所有者等の自主的な除伐・切捨間伐への支援 

（２）多様な森づくりの推進                                 335ha  43,241千円 

広葉樹又は針広混交林の造成、複層林の造成、下刈り、枝打ち、雪起こし、

獣害対策、低密度再造林モデル林実証事業 

（３）森づくり作業道整備 

       2,750m 開設、16路線・1,500 箇所機能強化、151,000m点検 38,500千円 

 森林作業道の開設、機能強化及び点検への支援 

（４）搬出促進                                         110ha 11,550千円 

 安価なスギ林の間伐を推進するため、山土場から市場までの運搬経費への支援 

 

４ 補助率等 

（１）除伐・間伐：標準経費の 4/10 

（２）多様な森づくりの推進(植栽及び保育施業等)：標準経費の 4/10等 

（３）森づくり作業道整備等、搬出促進：補助基本額の 1/2等 

 

５ 負担区分                                                       (単位：千円) 

事 業 区 分 
７年度

予算額 

８年度

予算額 

財源内訳 
備 考 

国 費 県 費 その他 

おかやま元気な森づ

くり推進事業 
124,133 124,083 0 0 124,083 森づくり県民税 

 

６ 予算要求額  １２４，０８３千円 

 

７ 事業実施期間  令和６～10 年度 

拡  
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事業内容

 除伐・切捨間伐
( ３～12齢級のスギ・ヒノキ人工林)

除伐・間伐等に必要な森づくり作業道の整備・機能強化等

安価なスギ間伐材の山土場から市場までの運搬支援によるスギ林の間伐促進

植栽　(広葉樹又は針広混交林、複層林の造成)
保育施業　(下刈り、雪起こし、枝打ち)、針広混交林誘導伐
獣害対策、低密度再造林モデル林実証事業

森づくり作業道整備
市町村、森林組合、森林所有者
等

搬　出　促　進 国庫補助事業の事業主体

○事業内容の概要
作業種 事業主体

除伐・間伐(機能強化型)
市町村、森林組合、森林所有者
等

多様な森づくりの推進
市町村、森林組合、森林所有者
等

水源の涵養、県土の保全などの森林の持つ公益的機能を将来にわたって発揮させるため、国庫補助事業の対象とならない森林における森林整備

やこれに必要な作業道の整備等を推進する。

おかやま元気な森づくり推進事業の概要
（おかやま森づくり県民税事業）

森林整備の推進

目 的

植栽

切捨間伐

作業道

トラック運搬

森林整備に必要な森林作業道の開設・機能強化等

公益的機能を高めるための除伐・
間伐(切捨)等の保育施業の実施

材価が安価なスギ林の間伐を推進
するための搬出促進

・森林整備が停滞
・森林の有する公益的機能の持続的な発揮が危惧される

・県民税事業の活用により国庫補助事業と連携して森林整備を推進

・木材価格下落、収支の悪化、森林所有者の経営意欲低下
・間伐手遅れ林の増加、伐採跡地の再造林が困難
・国庫補助事業による森林整備が困難な地域が存在
・負担となる搬出・運搬コスト、作業道開設の不足
・人工林の齢級構成の偏り

・植栽木への獣害被害

・花粉発生源対策

・一貫作業による低密度再造林の実現

課 題

主な推進施策

伐採跡地の着実な更新（若返り）
針広混交林等の造成（多様な森づくり）
少花粉スギ・ヒノキコンテナ苗木の 活用
低密度再造林の推進

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○予算額  124,083千円 (令和７年度 124,133 千円)    
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再造林推進のためのシカ林業被害総合対策事業 
 

 

１ 事業目的 

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業サイクルの循環のためには、低位に

とどまっている再造林率を底上げする必要がある。 

一方で、近年、シカの分布域の拡大に伴い造林木に対するシカの食害が急増してお

り、食害に伴う造林木の枯死により、森林の確実な更新が困難となるおそれがある。し

かしながら、再造林地において、シカの捕獲が進んでいないことや森林所有者の費用負

担が大きいことから、防護対策のみの被害防止には限界があり、これが経営意欲低下の

一因となっている。 

このため、防護と併せて捕獲を行う被害防止体制の整備やシカ被害に強い低コスト再

造林対策が必要であることから、これらに取り組むモデル地区への支援等を行う。 

 

２ 事業主体 

県（３(1)、(2)ウ（委託））、市町村・森林組合等（３(2)ア、イ） 

 

３ 事業内容 

モデル地区（４地区）において実施する効果的な防護対策及び捕獲対策の支援等を行

う。 

（１）被害防止対策実施体制の整備【730千円】 

市町村、森林組合等、猟友会等関係者による実施体制の整備に向けた協議会を開催 

（２）シカ被害に強い低コスト再造林対策【879千円】 

ア 捕獲対策【177千円】 

再造林地周辺でのシカ捕獲を推進するため、森林組合等が購入する誘引式くくり

わな等の経費の一部を支援 

イ 伐採・再造林一貫作業との連携【42千円】 

シカ処分穴の掘削の経費の一部を支援 

ウ 大苗植栽によるシカ食害軽減実証事業【660千円】 

地形等の制約により防護柵を設置できない箇所等において、シカの食害を受けに

くい大苗を植栽し、効率的かつ効果的なシカ食害対策を実証（Ｒ6年度～：大苗生

産方法の調査、Ｒ7年度～：林地への植栽･調査） 

 

４ 負担区分                                （単位：千円） 

事業区分 
７年度

予算額 

８年度

予算額 

財源内訳 
備考 

国費 県費 その他 

再造林推進のための

シカ林業被害総合対

策事業 

2,174 1,609   1,609 森税 

 

５ 予算額 

1,609千円  

 

６ 事業実施期間 

令和６～８年度 
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再造林推進のためのシカ林業被害総合対策
現状

岡山県のシカ被害状況
⇒ 拡大・深刻化傾向

○近年、シカの分布域の拡⼤に伴い造林⽊に対するシカの⾷害が急増しており、⾷害に伴う造林⽊の枯死
により、 森林の確実な更新が困難となるおそれがある。

○再造林地において、シカの捕獲が進んでいないことや森林所有者の費⽤負担が⼤きいことから、防護対策
のみの被害防止には限界があり、これが経営意欲低下の一因となっている。
全国の森林被害⾯積 ⇒ シカが約7割

(千ha)

岡山県のシカ分布
⇒ 拡大

2020年 2020年

課題

対策

【課題①】再造林地周辺において防護と併せて捕獲を⾏う被害防止対策実施体制の整備が必要。
【課題②】再造林地に特化した被害防止対策（低コスト再造林対策）の確⽴が必要。

シカ被害に強い
低コスト再造林対策の実施

防護対策基本的枠組み
(５本柱)の継続

捕獲対策 担い手の確保・育成

狩猟の適正化利活⽤対策

○市町村、森林組合・森林所有者、猟友会等の関係者による実施体制整備協議会の設置・開催

◇効果的な防護のための伐採・再造林⽅法の検討

◇現地の条件に合った防護・捕獲対策の検討

◇専門家の活⽤による地域の実情に応じた被害対策技術の検討

◇市町村森林整備計画や森林経営計画への反映

(4)大苗植栽の実証【実証事業の委託】
◇防護柵設置困難箇所への大苗植栽の実証
◇植栽本数及び下刈り回数の削減 ◇下草繁茂による苗⽊のシカ被害の低減
◇シカ被害を受けやすい期間を短縮（早期成⻑）

②シカ被害に強い低コスト再造林対策

わな

処分穴

大苗 シカ道

単木
保護

ドローン

①体制づくり（被害防止対策実施体制の整備）

効果
再造林の円滑な推進 ⇒ 林業サイクルの循環、森林の公益的機能発揮

(1)防護対策【効果的な防護】
◇シカ道を避けた防護柵の設置（ブロックディフェンス等）
◇単木保護

(2)捕獲対策【捕獲圧強化】
◇くくりわな・電気止め刺し器・保定具等の購入支援

(3)伐採・再造林の⼀貫作業との連携【低コスト化】
◇⼀貫作業時にシカ処分穴を掘削 ◇フォワーダで防護資材を運搬
◇低密度植栽（2,000本/ha等） ◇下刈りコストの削減

事業内容（モデル地区への支援）

再造林地の防護とその周辺での捕獲体制整備による
森林内のシカ被害対策のモデルを構築

(５)ドローンの活用【省⼒化】
◇ドローンによる防護柵等の⾒回り

（４地区）
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